
補助金・助成金

用語の解説
■実質赤字比率
一般会計の赤字の程度
を指標化したもの
■連結実質赤字比率
全ての会計の赤字の程
度を指標化したもの
■実質公債費比率
借入金の返済額などの
額の大きさを指標化し
たもの。
■将来負担比率
将来支払っていく可能
性のある負担の程度を
指標化したもの。
この比率が高くなるほ
ど、将来財政を圧迫す
る可能性が高くなりま
す。
■資金不足比率
公営企業会計（下水道
事業会計）の資金不足
額を、公営企業の事業
規模と比較して指標化
したもの。

〈一般会計〉
区　分 和４年度 和３年度 増減率（％）

歳入総額 Ａ 83億7,646万5千円 83億5,647万8千円 0.2
歳出総額 Ｂ 76億8,998万7千円 72億  217万8千円 6.8
歳入歳出差引額（A-B） Ｃ 6億8,647万8千円 11億5,430万 　円 △40.5
翌年度へ繰り越すべき財源 Ｄ 3億1,743万7千円 9億2,450万 　円 △65.7
実質収支（C-D） Ｅ 3億6,904万1千円 2億2,980万 　円 60.6

財政健全化判断比率と資金不足比率などをお知らせします。
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【健全化判断比率と資金不足比率】 （単位：％）

健全化判断比率 和４年度 和３年度 早期健全
化基準

財政再生
基準

実質赤字比率 ―
（△9.2）

―
（△5.9） 15.0 20.0

連結実質赤字比率 ―
（△14.5）

―
（△10.7） 20.0 30.0

実質公債費比率 4.5 3.5 25.0 35.0

将来負担比率 ―
（△119.5）

―
（△105.7） 350.0

資金不足比率 和４年度 和３年度 経営健全
化基準

資金不足比率
（下水道事業）

―
（△4.9）

―
（△2.4） 20.0

※ 実質赤字額、連結実質赤字額、将来負担額、資金不足額が算定されない場合
は、「－」と表示し、参考のため黒字比率を（△　）と表示しています。

町有財産の状況（ 和５年３月31日現在）
行政財産

普通財産
宅地

山林
土地

家屋

20.0ha

4.3ha

156.2ha

71,356㎡

三世代同居・近居にかかる住宅の取得費用等の一部を補助します！
三世代同居・近居住宅支援事業補助金

　町内で新たに三世代同居または近居を始めようとする方に対して、
住宅取得や増改築に必要な費用の一部を補助します。
○ 対象
・ 町内で新たに三世代同居・近居を始めるために、住宅を新築・購入す
る子育て世帯
・町内で新たに三世代同居を始めるために住宅を増改築する子育て世帯
※対象となる子育て世帯は、中学生以下の子供がいる世帯（妊娠中も含む）です。
○ 補助金額
・上限50万円～200万円（補助対象費用の1/10）
※ 補助上限額は、申請者の居住地（町内・町外）、居住計画（同居・近居）、住宅の取得方法
（購入、新築・増改築）によって変動します。詳細は坂町ホームページをご覧ください。
○ 補助対象経費
・住宅の新築、購入、増改築にかかる費用（一部対象外の費用があります。）
※ 補助を受けるには、住宅の売買・工事請負契約締結前に申請する必要があります。 
住宅購入をご検討の際は、お早めにご相談ください。

　町外から転入された方、町内で持ち家を購入された
方を対象に、引越費用等の一部を助成します。
○ 対象
・ 「町外から転入」または「町内で持ち家に転居」する
子育て世帯
  ※ 対象となる子育て世帯は、中学生以下の子供がいる
世帯（妊娠中も含む）です。
○ 助成金額
・上限10万円（助成対象費用の1/2）
○ 助成対象経費
・引越費用　　・不動産登記費用　　・仲介手数料（賃貸）　・礼金（賃貸）
※引越手当などが支給されている場合、助成対象経費から差し引きます。
○ 申請期限
・住民票が異動した日から１年以内です。
　転入された方、持ち家に転居された方は、お早めにご相談ください。

子育て世帯引越支援事業助成金
子育て世帯の転入、転居にかかる引越費用等の一部を助成します！

上記の補助金、助成金は併用できません。
申請には要件がありますので、詳細は企画財政課へお問い 
合わせください。
問合せ　役場企画財政課　☎820－1507

子育て引越三世代住宅
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